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東温市奨学金基金
寄附金の募集
学校教育課　☎964-4420

原付車両を買い替えたら
登録変更手続きを！
税務課　☎964-4403

国民年金　後納制度利用は
平成30年９月30日まで！

エコドライブ講習受講者募集！
環境保全課　☎964-4415

消費者力UP!通信
総務課 消費生活相談窓口
☎964-4400

安全協会みなみ
松山南交通安全協会　☎958-6558

営農再建支援相談窓口の
設置について

　東温市では、学業成績優秀でありながら、経済的な

理由により就学が困難な人に対して奨学金を給付して

います。奨学金は、市民の皆さんからの善意の寄附を

原資として積み立てられた基金で運用されています。

奨学金を一人でも多くの子どもたちに活用していただ

くために、皆様からのご寄附をお願いいたします。

▶募集期間　随時

▶金額

　いくらでも結構です。

▶寄附金控除　年間２千円

を超える額については、

個人住民税と所得税の寄

附金控除の対象になります。

▶申込方法　寄附申出書を提出していただきます。市

ホームページからダウンロードしていただくか、学

校教育課までご連絡ください。ご寄附の方法などを

案内させていただきます。

　原動機付自転車・小型特殊自動

車（トラクター・コンバイン等）

を買い替えた場合や譲り受けた場

合は、車両の登録変更の手続きが

必要です。税務課 市民税係（軽自

動車担当）で登録変更のお手続き

をお願いします。

　後納制度とは、過去５年間の国民年金保険料（未納分）

を納付することができる仕組みです。年金額を増やす

ことはもちろん、納付した期間が不足して年金を受給

できなかった方が、年金受給資格を得られる場合があ

ります。後納制度は平成30年９月30日をもって終了し

ますので、利用希望の方は、平成30年９月28日㈮まで

に松山東年金事務所で手続きをお願いします。

！主な注意点！

・全額免除や学生納付特例の承認を受けた期間は、「追

納制度」をご利用ください。

・60歳以上で、老齢基礎年金を受給している人は申

込みできません。

お問い合せの際は、基礎年金番号

をご用意ください。

松山東年金事務所　☎946-2146

東温市市民課　　　☎964-4471

国民年金保険料専用ダイヤル

☎0570-011-050

　専門インストラクターによるエコドライブ講習会を開催します。 

　エコドライブとは、環境負荷の軽減に配慮した自動車の運転方法で、燃料消費量やＣＯ2排出量を減らし、地

球温暖化防止につなげる「運転技術」や「心がけ」です。安全運転により交通事故の減少にも効果があります。

家計にも地球にも優しいエコドライブ、この機会にぜひ体験してみませんか？

　参加ご希望の方は、講習内容（Ａ講習・Ｂ講習）と日程を選び、下記の要領でお申込みください。

　Ｂ講習受講者には交通エコロジー・モビリティ財団公認の修了証をお渡しします。

▶申込締切　10月1日㈪　　▶受講料　無料（応募多数の場合は抽選）

▶申込方法　FAX（964-4447）またはメール（kankyohozen@city.toon.ehime.jp）

　※氏名・住所・電話番号・講習内容（Ａ講習・Ｂ講習）・日程をお知らせください。

　※市ホームページに申込用紙を掲載していますのでご利用ください。

▶当日持参物　Ａ講習：筆記用具

　　　　　　　Ｂ講習：筆記用具・運転免許証／運転にふさわしい服装、できればスニーカー

▶その他　当日は10分前にお越しください。（駐車場あり）悪天候の場合は延期する場合があります。（小雨決行）

 相談事例 　町役場を名乗る男から、「健康保険が過

払いとなっており２万円余りの払戻しがあります。銀

行に電話して対応してもらいます」と電話があった。

さらに銀行員を名乗る男から、「手続きをするので、

最寄りのコンビニに行ってください」と電話があった

ため、コンビニに行き、相手の指示どおりＡＴＭ機を

操作したら、犯人グループと思われる者の口座に現金

99万9,000円が振り込まれ、騙し取られた。

 アドバイス 

・ＡＴＭを操作してお金が還付されることは絶対にあ

りません。

・困ったとき、不審に思った時は、警察や消費生活セ

ンター等へ相談しましょう。

消費者ホットライン　188（嫌や！イヤヤ！）

相談受付：９時～17時

　毎週月曜、第２・４金曜日は、専門相談員が対応

　秋の全国交通安全運動

　９月21日～30日

　【スローガン】

　　反射材

　　　自分をアピール

　　　　　　防ぐ事故

愛媛県では、歩行者、自転車、

自動車等の運転者がお互いの立

場を思いやる気持ちを基本に、

それぞれの責任を自覚して、共

に道路を安全・快適に利用する

「シェア・ザ・ロード」の精神と、

自転車乗車用ヘルメットの着用

を促進しています。

　被災された農家の人が、営農を再開するために利用

可能な補助事業の紹介や営農を継続するための技術支

援、農業経営の再建に向けた支援など、様々なご相談

にワンストップ窓口で対応いたします。相談時間は、平

日の８時30分から17時15分までです。

▶相談窓口の電話番号

　・県庁農産園芸課　　　　　　☎912-2557

　　　　農業革新支援グループ　☎912-2558

　・中予地方局産業振興課　　　☎909-8761

▶主な相談内容

　・営農再開に向け利用が可能な支援事業の紹介

　・事業申請等事務手続きのサポート

　・農地、農道の復旧対策

　・農業経営の再建支援　他

講習内容 場　所 日程と定員　※日程の番号をお伝えください。

A
講
習

座学講義のみ
（１時間）

運転講習なし

市役所
４階

（大会議室）

10月16日㈫ 10月17日㈬

①午前
10:00〜11:00

②午後
13:30〜14:30

③午前
10:00〜11:00

④午後
13:30〜14:30

50人 50人 50人 50人

B
講
習

座学講義＋
運転講習

（３時間）
※ＡＴ車使用

あいしょく
ドライビング

スクール
(野田２丁目11-1)

10月30日㈫ 10月31日㈬

①午前
10:00〜13:00

②午後
14:00〜17:00

③午前
10:00〜13:00

④午後
14:00〜17:00

6人 6人 6人 6人

ご印鑑が必要です
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国
土
交
通
省
で
は
、
９
月
１
日
か
ら
10
日
ま
で
を
「
屋
外
広
告
物
適
正
化
旬

間
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

屋
外
広
告
物
と
は
、
常
時
ま
た
は
一
定
の
期
間
継
続
し
て
屋
外
で
公
衆
に
表

示
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
看
板
、
立
看
板
、
は
り
紙
及
び
は
り
札
並
び
に
広

告
塔
、
広
告
板
、
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
等
に
掲
出
さ
れ
、
ま
た
は
表
示
さ
れ

た
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
す
。

　

東
温
市
内
で
の
屋
外
広
告
物
の
表
示
・
設
置
に
は
、
愛
媛
県
屋
外
広
告
物
条

例
に
基
づ
く
許
可
が
必
要
で
す
。

Ｑ
１
．
屋
外
広
告
物
を
表
示
・
設
置
で
き
な
い
地
域
・
物
件
は
あ
り
ま
す
か
？

　

道
路
の
路
面
上
、
学
校
や
図
書
館
、
公
民
館
、
体
育
館
、
古
墳
、
墓
地
、

信
号
機
、
石
垣
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ
２
．
許
可
申
請
の
必
要
が
な
い
広
告
物
は
あ
り
ま
す
か
？

　

法
令
の
規
定
に
よ
り
表
示
す

る
も
の
や
国
、
地
方
公
共
団
体

ま
た
は
公
共
的
団
体
が
公
共
的

目
的
を
も
っ
て
表
示
し
、
ま
た

は
設
置
す
る
も
の
、
冠
婚
葬
祭

ま
た
は
祭
礼
等
の
た
め
、
一
時

的
に
表
示
し
、
ま
た
は
設
置
す

る
広
告
物
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

水
道
事
業
運
営
委
員
会
を
開
催

　

７
月
18
日
に
、
第
１
回
水
道
事
業

運
営
委
員
会
を
開
催
し
、
加
藤
市
長

か
ら
同
委
員
会
に
対
し
て
、「
東
温
市

水
道
料
金
の
適
正
化
の
検
討
に
つ
い

て
」
諮
問
し
ま
し
た
。

　

交
換
は
、
10
月
頃
か
ら
水
道
課
が

委
託
し
た
業
者
が
「
水
道
メ
ー
タ
ー

取
替
の
お
知
ら
せ
」
を
事
前
に
配
布

し
た
う
え
、
無
料
で
行
い
ま
す
。
そ

の
際
、
市
が
発
行
す
る
身
分
証
明
書

を
携
帯
し
て
い
ま
す
の
で
、
不
審
な

場
合
は
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

交
換
中
は
、
短
時
間
で
す
が
一
時

的
に
水
が
使
え
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ご
不
在
の
場
合
で
も
交
換

さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

交
換
後
、
一
時
的
に
空
気
・
濁
り

水
等
が
蛇
口
か
ら
出
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
使
い
始
め
に
少
し
水
を

流
し
て
状
態
を
確
認
し
て
か
ら
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

水
道
メ
ー
タ
ー
の
交
換

　

水
道
の
メ
ー
タ
ー
（
量
水
器
）
は
、

計
量
法
の
規
定
に
よ
り
８
年
ご
と

（
検
定
満
期
と
い
い
ま
す
）
に
交
換

す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
東
温
市

で
も
こ
れ
に
基
づ
き
定
期
的
な
交
換

作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
今
回
ご
紹
介
し
た
の
は
一
部
で
あ
り
、
設
置
す
る
屋
外
広
告
物
の

種
類
に
よ
っ
て
も
許
可
基
準
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
建
設

課
用
地
管
理
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

広報とうおん　2018. ９広報とうおん　2018. ９27 26

ま

ち

の

な

る

ほ

ど

行政トピック
まちに欠かせない建物や
公共インフラについて

知るページです。

08
校区外就学対象学校の見学会を開催します
〒791-0292　東温市見奈良530番地1　東温市教育委員会　学校教育課　学事係
☎964-4420　Fax964-4449　メール gakkokyoiku@city.toon.ehime.jp

　通学する小学校は、現住所に基づいて決定されますが、「指定の小学校よりも小規模な小学校へ就学したい」

という希望がある場合は、対象の小学校への就学を選択できる「校区外就学制度」を利用することができます。

10月中に対象小学校の見学会を開催しますので、上記連絡先へお気軽にお申し込みください。

見学会
申込締切

９月28日

上林小学校

児童数29名
《見学会》10月30日㈫ ９時受付

より高い目標に向け努力できる地域の

宝“上林っ子”を育てています。

東谷小学校

児童数23名
《見学会》10月10日㈬ ８時45分受付

児童一人一人の活躍の場を保障し、表現力

や自己有用感を育む教育を行っています。

西谷小学校

児童数49名

《見学会》10月25日㈭ ９時受付

家庭や地域社会と連携・融合を図りながら

「息の合った教育活動」を推進しています。

09 就学時の健康診断を受けましょう！
学校教育課　☎964-4420

　就学時の健康診断は、学校保健安全法により義務付けられていますので、必ずお受けください。詳細は、お子

さんの就学予定校である指定校より、９月以降順次ご案内します。

▶対象者　平成31年４月に小学校へ入学する児童（平成24年４月２日から平成25年４月１日生）

▶留意事項

○住所地の学校が行う日に診断が受けられない場合は、住所地以外の学校で受診します。当日受けられない理由

と希望日（学校名）を指定校に連絡してください。

○引越しや校区外就学のため、指定校以外に入学を希望する場合は、事前に学校教育課へ連絡してください。

▶問い合せ　学校教育課または指定校

▶実施場所・時期（実施は午後の予定）

住　所 実施予定日 指定校 連絡先

山之内、樋口、横河原、志津川、西岡の一部、
見奈良の一部

10月12日㈮ 北 吉 井 小 学 校 ☎964-2119

河之内、則之内の一部、明河、滑川 10月16日㈫ 東 谷 小 学 校 ☎960-6711

則之内の一部、井内 10月25日㈭ 西 谷 小 学 校 ☎960-6411

下林、上村 10月30日㈫ 拝 志 小 学 校 ☎964-2015

上林 11月 9日㈮ 上 林 小 学 校 ☎964-3574

西岡の一部、見奈良の一部、田窪、牛渕、
南野田、北野田、野田（１〜３丁目）

11月15日㈭ 南 吉 井 小 学 校 ☎964-3504

松瀬川、北方、南方、吉久 11月27日㈫ 川 上 小 学 校 ☎966-2021

【お詫びと訂正】７月検針時に対象者へ配布しました文書に一部
誤りがありましたので、お詫びして訂正させていただきます。
誤　平成30年10月頃から平成30年３月頃の間に実施
正　平成30年10月頃から平成31年３月頃の間に実施

屋外広告物の一例


